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東京圏 国家戦略特別区域 区域計画（案） 

 

２ 法第２条第２項に規定する特定事業の名称及び内容 

（３）名称：国家戦略道路占用事業 

     内容：エリアマネジメントに係る道路法の特例 

（国家戦略特別区域法第 17条に規定する国家戦略道路占用事業） 

国家戦略特別区域法上の国家戦略道路占用事業を実施する以下の各地域団

体等が、それぞれの公道を活用したイベントの開催時におけるカフェ、ベンチ

等の設置等により、都心型ＭＩＣＥ及び都市観光の推進等を図る。  

 

本事業に係る施設等の種類及び当該施設等を設ける道路の区域は、①～⑦の

区域においては国家戦略特別区域法施行令第24条第５号の施設等、⑧の区域に

おいては同条第１号及び第５号の施設等とする。  

（事業実施の際は、清掃活動、迂回路等の交通案内、自転車マナーの啓発など

の措置を併せて講ずる。） 

 

① ～ ⑦  （略） 

 

⑧  株式会社幕張メッセ 

・千葉市道中瀬幕張町線（ＪＲ海浜幕張駅駅前広場（北口、南口）、国際大通 

り）、千葉市道打瀬豊砂線（メッセ大通り）、千葉市道中瀬線、千葉市道中

瀬７号線及び千葉市道中瀬８号線（別添８） 

 

※既に認定を受けている、⑧株式会社幕張メッセの千葉市道打瀬豊砂線（メッセ

大通り）の適用区域拡大であるため、区域計画本文の変更なし。別添８のみ変

更。 

 

４ その他国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠

点の形成のために必要な事項 

（６）事項：革新的な医薬品の開発迅速化  

    内容：以下に掲げる医療機関が、革新的な医薬品の開発について、有望な創薬シー

ズを治験に円滑に橋渡しし、開発から承認・市販までのプロセスを迅速化す

ることにより、日本発の革新的な医薬品の開発を促進し、医療イノベーショ

ンを強力に推進する。 

 

① 慶應義塾大学病院（東京都新宿区）【平成30年３月から実施】 
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② 国立研究開発法人国立がん研究センター（東京都中央区）【直ちに実施】 

 

③ 東京大学医学部附属病院（東京都文京区）【直ちに実施】 
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福岡市・北九州市 国家戦略特別区域 区域計画（案） 

 

２  法第２条第２項に規定する特定事業の名称及び内容 

（１）名称：国家戦略道路占用事業 

内容：エリアマネジメントに係る道路法の特例 

（国家戦略特別区域法第 17 条に規定する国家戦略道路占用事業） 

国家戦略特別区域法上の国家戦略道路占用事業を実施する以下の各地域団

体等が、それぞれの公道を活用した賑わい創出のためのイベント等を開催し、

ＭＩＣＥの魅力向上及び更なる誘致促進を図る。 

 

本事業に係る施設等の種類は、別紙１～11 に定める区域においては国家戦

略特別区域法施行令第 24 条第５号のイ～ハ、別紙 12～18 に定める区域にお

いては国家戦略特別区域法施行令第 24 条第２号、第３号及び第５号のイ～ハ

の施設等とし、当該施設等を設ける道路の区域及び各地域団体等は以下の①～

⑱及び別紙のとおりとする。（事業実施の際は、清掃活動、自転車マナーの啓

発（駐輪施設の周知、自転車の安全利用等）や公共交通の利用促進の措置を併

せて講ずる。） 

 

（略） 

 

⑱ 新天町商店街商業協同組合 

・天神 15号線（新天町メルヘン広場：別紙１） 

 

（11）名称：航空法の高さ制限のエリア単位での特例承認 関連事業 

内容：航空法の高さ制限のエリア単位での特例承認 

（国家戦略特別区域法第 26条に規定する政令等規制事業） 

航空法の高さ制限を超える建造物等の設置について、天神明治通り地区地 

区計画区域（福岡市）のうち、福岡県道後野福岡線（602号）の中心線より西

の区域はＮＴＴコム福岡天神ビル避雷針と同等の高さ、同中心線より東の区域

は、福岡空港からの距離を勘案し、福岡市役所避雷針と同等～地盤面から約 100

メートル（※）を、エリア一体における航行の安全に支障のない高さの目安と

することで、空港設置者による迅速な承認を可能とする。【直ちに実施】 

（※）個別の物件ごとの区割りによって具体的な高さは前後しうる。（別図２） 

 

４ その他国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠

点の形成のために必要な事項 
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（５）事項：高度な産業技術の実証実験を促進するための「高度産業技術実証ワンストッ

プサポートセンター」の設置 

内容：高度な産業技術である自動車の自動運転、小型無人機及び電波利用の実証実

験（以下「実証実験」という。）を促進することにより、自動車の完全自動運

転、小型無人機を活用した商用サービス及び電波を利用した技術開発・製品

化の早期実現を図るため、実証実験を実施しようとする者に対し、必要な手

続に関する情報の提供、相談、助言その他の援助を行う「高度産業技術実証

ワンストップサポートセンター」（以下「高度産業技術実証センター」という。）

を、国家戦略特別区域会議の下に設置する。 

【平成 30年 12月中に設置】 

ⅰ）設置主体：国（内閣府、警察庁、総務省、経済産業省、国土交通省）及び北九州市 

ⅱ）設置場所：北九州市役所（北九州市小倉北区城内１番１号） 

ⅲ）実施体制：施設長、事務責任者、事務副責任者を配置する。 

ⅳ）事業内容：高度産業技術実証センターが実施する主な事業は、以下のとおり。 

・実証実験に必要な手続に関する相談対応（関係機関等への確認を含む） 

・関係機関との調整、関係機関への情報提供 

・自動走行の公道実証の実施に係る警察、道路管理者、九州運輸局への事

前連絡（実施主体から提出のあった計画書の写しの提出） 

・特定実験試験局制度に係る九州総合通信局との告示案に関する調整 

・実証フィールドに関する土地管理者との調整 

・実証実験の実施に係る地域への周知等 

・規制のサンドボックス実施計画、改革提案の相談受付 

・その他、実証実験の実施に必要な支援 等 

 


